
様式第 1号 (乙)(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長 的場 慎一 様

議員氏名

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度政務

活動費について次のとお り報告します。

収入

支 出

令不日6年  4月  2 日

中野 貴文

(単位 円)

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

2,970,OOO @270000円    X X llヶ 月 2,970,000 円

収 入 合 計 2,970,OOO

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当額 備 考

調 査 研 究 費 37,328 37,328

研 修 費 780 780

要 請 ・ 陳 情 活 動 費 0 O

会    議    費 0 0

資 料 作 成 費 O 0

資 料 購 入 費 253,588 253,588

広 報 ・ 広 聴 費 840,079 840,079

人    件    費 145,112 145,112

事 務 ・ 事 務 所 費 588,870 588,870

支 出 合 計 1,865,757 1,865,757

1



様式第 14号 (第 7条関係 )

令和 5年度   事業実施報告書

会派の名称 。議員氏名 中野 貴文

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明
【調査研究費】

ガノリン代

【研修費】
研修先への移動費

【資料購入費】
書籍及び資料の購入

【広報 。広聴費】
市政 レポー トの作成
及び印刷、配布

【人件費】
事務職員人件費

【事務 。事務所費】
事務所賃貸、事務用
品の購入

5/1～ 3/31

5/1～ 3/31

5/1～ 3/31

5/1～ 3/31

5/1～ 3/31

5/1～ 3/31

調査研究のための車輌ガソリン費等に使用 し

た。

研修及び視察における公共交通機関 (電車 )

の運賃に使用した。

議会活動に係る調査研究のための書籍及び資

料購入に使用 した。

議会活動に係る市政 レポー トの作成及び配布

(手配 り及びポスティング)費用として使用
した。

事務作業に係る人件費として使用 した。

事務所賃料及び事務用品購入費用等に使用 し

た。
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政移

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、C
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、①人件套

⑨事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

そ の

他

R5.05,02 5-① 34,222 -34,222 自動車リース料 ⑨

R5,05.11 5-② 2,032 -36,254 プリンターインク代 ③

R5,05.11 5-③ 23,010 -59,264 市政レポー ト印刷代 ⑦

R5105,11 5-④ 1,040 -60,304 ス トレージ代 ⑨

R5.05.11 5-⑤ 5,556 -65,860 ガゾリン代 ①

R5.05.11 5-⑥ 36,595 -102,455 市政レポー ト印刷代 ⑦

R5,05.11 5-⑦ 184,799 -287,254 市政レポー ト印刷代 ⑦

R5,05.11 5-③ 880 -288,134 事務所電気代 3月 分 ⑨

R5,05.11 5-⑨ 2,750 -290,884 新聞購読費 ⑥

R5.05,11 5-⑩ 4,200 -295,084 新聞購読費 ⑥

R5.05,11 5-① 11,744 -306,828 携帯電話使用料 ⑨

R5.05.26 5-⑫ 6,392 -313,220 自動車保険料 ⑨

R5,05,26 5-⑪ 8,800 -322,020 HP保守点検料 ⑦

R5.05.29 5-⑭ 1,040 -323,060 ス トレージ代 ③

R5,05.29 5-⑮ 663 -323,723 事務所電気代 4月 分 ③

R5.05.29 5-④ 2,750 -326,473 新聞購読費 ⑥

月 計

累計
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政移

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、C
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件套

⑨事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R5.05,29 5-O 4,200 -330,673 新聞購読費 ⑥

R5.05.29 5-⑬ 11,996 -342,669 隣帯電話使用料 ③

R5.05.31 5-⑮ 24,000 -366,669 事務所賃料 ③

月計 0 366,669

累計 0 366,669 -366,669

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｅ
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

1 の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政移

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、電

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件萎

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R5.06.02 6-① 34,222 -400,891 自動車リース料 ⑨

R5.06.09 540,000 139,109 政務活動費受入 (5、 6月 分)

R5,06.12 6-② 31,064 108,045 人件費 ③

R5,06.26 6-⑥ 6,392 101,653 自動車保険料 ⑨

R5,06.26 6-④ 8,800 92,853 HP保守点検料 ⑦

R5,06.27 6-⑤ 1,040 91,813 ス トレージ代 ③

R5,06.27 6-⑥ 3,549 88,264 ガノリン代 ①

R5,06.27 6-⑦ 5,610 82,654 書籍代 ⑥

R5,06.27 6-③ 15,510 67,144 書籍代 ⑥

R5.06.27 6-⑨ 24,784 42,360 書籍代 ⑥

R5.06.27 6-⑩ 4,290 38,070 書籍代 ⑥

R5.06.27 6-① 590 37,480 事務所電気代 (5月 分) ⑨

R5,06.27 6-⑫ 2,750 34,730 新聞購読費 ⑥

R5.06.27 6-⑬ 4,200 30,530 新聞購読費 ⑥

R5,06.27 6-⑭ 11,768 18,762 携帯電話使用料 ⑨

R5.06.30 6-⑮ 24,000 -5,238 事務所賃料 ⑨

月計

累計

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政移

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、C
,陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 ,広聴費、③人件萎

⑨事務・事務所費)

1

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R5,06.30 6-⑮ 29,304 -34,542 人件費 ⑥

月 計 540,000 207,873

累計 540,000 574,542 -34,542

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 中野 貴文

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政移

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、電

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件療

⑨事務 。事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R5.07.03 7-① 34,222 -68,764 自動車リース料 ③

R5,07.10 810,000 741,236 政務活動費 (7.8.9月
分)

R5,07.26 7-② 6,392 734,844 自動車保険料 ⑨

R5.07.26 7-③ 8,800 726,044 HP保守点検料 ⑦

R5.07.27 7-④ 1,040 725,004 ス トレージ代 ⑨

R5,07.27 7-⑤ 6,221 718,783 ガンリン代 ①

R5.07.27 7-⑥ 685 718,098 事務所電気代 (6月 分) ⑨

R5.07.27 7-⑦ 2,750 715,348 新聞購読費 ⑥

R5,07.27 7-⑥ 4,200 711,148 新聞購読費 ⑥

R5.07.27 7-③ 11,768 699,380 携帯電話使用料 ⑨

月計 810,000 76,078

累計 1,350,000 650,620 699,380
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

その

他
年月 日

整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

R5,08,02 8-① 24,000 675,380 事務所賃料 ⑨

26,664 648,716 人件費 ⑥R5.08.02 8-②

R5,08.28 8-③ 6,392 642,324 自動車保険料 ⑨

R5,08,28 8-④ 8,800 633,524 HP保守点検料 ⑦

1,040 632,484 ストレージ代 ⑨R5.08.28 8-⑤

R5.08.28 8-⑥ 807 631,677 事務所電気代 (7月 分) ⑨

R5.08.28 8-⑦ 2,750 628,927 新聞購読費 ⑥

8-③ 4,200 624,727 新聞購読費 ⑥R5.08.28

R5.08.28 8-⑨ 11,758 612,969 携帯電話使用料 ⑨

R5.08.31 8-⑩ 24,000 588,969 事務所賃料 ③

月計 0 110,411

累計 1,350,000 761,031 588,969

■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

」

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政移

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、電

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件萎

⑨事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 中野 貴文

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政移

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、電

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件秦

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R5.09.26 9-① 8,800 580,169 HP保守点検料 ⑦

R5.09.27 9-② 1,040 579,129 ス トレージ代 ⑨

R5,09.27 9-③ 1,320 577,809 書籍代 ⑥

R5,09,27 9-④ 2,750 575,059 新聞購読費 ⑥

R5,09,27 9-⑤ 1,024 574,035 事務所電気代 (8月 分) ⑨

R5.09,27 9-⑥ 4)200 569,835 新聞購読費 ⑥

R5,09.27 9-⑦ 11,748 558,087 携帯電話使用料 ③

R5,09,28 9-③ 24,000 534,087 事務所賃料 ⑨

月計 0 54,882

累計 1,350,000 815,913 534,087

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務|

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③:

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R5,10,10 810,000 1,344,087 政務活動費 (10,11.12月
分)

R5,10.25 10-① 16,060 1,328,027 人件費 ⑥

R5.10.25 10-② 24,088 1,303,939 事務所賃料 ⑨

R5,10.25 10-③ 49,610 1,254,329 市政報告レポー トデザィ
ン費 ⑦

R5,10.26 10-④ 8,800 1,245,529 HP保守点検料 ⑦

R5,10.27 10-⑤ 1,040 1,244,489 ス トレージ代 ⑨

R5。 10.27 10-⑥ 2,750 1,241,739 書籍代 ⑥

R5。 10.27 10-⑦ 807 1,240,932 事務所電気代  (9月
分)

⑨

R5,10.27 10-⑥ 2,750 1,238,182 新聞購読費 ⑥

R5,10.27 10-③ 6,945 1,231,237 ガノジン代 ①

R5.10.27 10-⑩ 4,200 1,227,037 新聞購読費 ⑥

R5,10.27 10-① 22,738 1,204,299 携帯電話使用料 ⑨

月計 810,000 139,788

累計 2,160,000 955,701 1,204,299
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名 中野 貴文

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務ヽ

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③星

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、⑥人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R5。 12.18 12-① 24,088 1,092,970 事務所賃料 ③

R5.12.18 12-② 8,800 1,084,170 HP保守点検料 ⑦

R5,12.27 12-③ 556 1,083,614 ガンリン代 ①

R5.12.27 12-④ 1,040 1,082,574 ス トレージ代 ⑨

R5.12.27 12-⑤ 18,580 1,063,994
PC充電器・充電ケーブル

代
③

R5.12.27 12-⑥ 788 1,063,206 事務所電気代  (11月
分)

⑨

R5。 12.27 12-⑦ 2,750 1,060,456 新聞購読費 ⑥

R5.12.27 12-③ 4,200 1,056,256 新聞購読費 ⑥

R5。 12.27 12-⑨ 11,751 1,044,505 携帯電話使用料 ⑨

月 計 0 72,553

累 計 2,160,000 1,115,495 1,044,505

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

」

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R6.01.10 810,000 1,854,505
令和 6年 1月 ～ 3月 受入
分

R6.01.10 1-① 220,275 1,634,230
市政 レポー トポスティン
グ代

⑦

R6.01.22 1-② 780 1,633,450
研修費 (咲 洲庁舎 視
察)

②

R6.01,26 1-③ 8,800 1,624,650 HP保守点検料 ⑦

R6,01.29 1-④ 11,745 1,612,905 携帯電話使用料 ⑨

R6.01.29 1-⑤ 4,200 1,608,705 新聞購読費 ⑥

R6.01.29 1-⑥ 2,750 1,605,955 新聞購読費 ⑥

R6.01.29 1-⑦ 871 1,605,084
事務所電気代 (令和5年 1

2月 分 )

③

R6.01.29 1-③ 1,700 1,603,384 文房具代 (ペ ン×2本 ) ⑨

R6.01.29 1-⑨ 1,040 1,602,344 ス トレージ代 ③

R6.01.29 1-⑩ 5,710 1,596,634 ガツリン代 ①

R6.01,31 1-① 6,380 1,590,254 人件費 ①

R6.01.31 1-⑫ 24,088 1,566,166 事務所賃料 ⑨

月計 810,000 288,339

累計 2,970,000 1,403,834 1,566,166

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■

の1
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R6.02.16 2-① 8,800 1,557,366 HPT呆・守点検料 ⑦

R6.02.27 2-② 24,088 1,533,278 事務所賃料 ③

R6.02,27 2-③ 11,745 1,521,533 携帯電話使用料 ③

R6.02.27 2-④ 4,200 1,517,333 新聞購読料 ⑥

R6.02.27 2-⑥ 2,750 1,514,583 新聞購読費 ⑥

R6.02.27 2-⑥ 167,830 1,346,753 市政 レポー ト印刷費 ⑦

R6.02.27 2-⑦ 952 1,345,801 事務所電気代 ⑨

R6.02.27 2-③ 1,040 1,344,761 ス トレージ代 ⑨

月計 0 221,405

累計 2,970,000 1,625,239 1,344,761

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

の1
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会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名 中野 貴文

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

R6.03.11 3-① 24,088 1,320,673 事務所賃料 ⑨

R6.03.11 3-② 49,610 1,271,063 市政レポー トデザイン代 ⑦

R6.03.11 3-③ 16,060 1,255,003 人件費 ③

R6.03.26 3-④ 8,800 1,力46,203 HP保守点検料 ⑦

R6.03.27 3-⑤ 11,758 1,234,445 携帯電話使用料 ⑨

R6.03.27 3-⑥ 23,870 1,210,575 資料購入費 ⑥

R6.03.27 3-⑦ 7,396 1,203,179 資料購入費 ⑥

R6.03.27 3-③ 12,980 1,190,199 資料購入費 ⑥

R6.03.27 3-⑨ 78,628 1,111,571 資料購入費 ⑥

R6.03.27 3-⑩ 523 1,111,048 ①ガツリン代 (視察)

R6.03.27 3-⑪ 5,765 1,105,283 ガノリン代 ①

R6.03.27 3-⑫ 1,040 1,104,243 ス トレージ代 ③

月計 0 240,518

累計 2,970,000 1,865,757 1,104,243

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■

」 イこ1
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称 。議員氏名   中野 貴文

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。
※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動十後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動十政党活動 1/3

 

    

T

大阪府大阪市

令和 4年  10月  1日 令和 7年 3月  31日

ば置接雇用    □その他 (派遣等

6時間 / 週  (1日  3時間× 2日 / 週)

口月額  □日額  ご時給

回政務活動  ビ故党活動  団後接会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数 )

8

6 時間

ヽ

□生計を―にしなぃ親族  団第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)

16



参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

犬阪府堺市北区百舌鳥赤畑町 5丁 548-5

りそな銀行堺支店

普通  

ふりがな  生 年 月 日

氏  名  

現 住 所
大阪府大阪 TEL

下記の条件で契約 します。

雇用期間 令和 4年  10月 1日 から  令和 7年  3月 31日 まで

就業場所

仕事内容 政務活動に関する事務及び調査研究の補助

就業時間

(休憩時間)

午前 9時 00分から 年後 6時 00分までの3～ 4時間程度

( 0分  )

休   日 週 2日 以上

給与 (賃金) 時給 1, 100円

給与支払 月末締め翌月末払い

給与振込先

上記契約期間満了をもつて本契約を解消するも

契約書は 2通作成し、双方が各 1通を保管する。

令不日守年 /〇 月 ' 日

雇用者  中野 貴文

被雇用者  
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (令和 S年 4月 )

氏名 :  

|

日 曜 日 始業時刻 終業時亥1

労働時間
備  考

基 本 時間外

1日 土

2日 日

3日 月

4日 火

5日 水

6日 木

7日 金

8日 土

9日 日

10日 月 11:00 16:00 5:00

ll 日 火 12:00 16:00 4:00

12日 水

13日 木

14日 金 11:00 15:00 4:00

15日 土 12:00 16:00 4100

16日 日

17日 月

18日 火 11:00 15:00 4:00

19日 水

20 日 木

21 日 金

22 日 土 11:00 16:00 5:00

23日 日

24日 月

25日 火 10:30 15:30 5:00

26日 水

27日 木

28日 金 11:00 15:00 4:00

29日 土

30 日 日

31 日

合計 35:00

出勤日数 8日

)

確認印

ヽ
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (令和 5年  5月 )

氏名 :  

日 曜 日 始業時亥1 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 月 10:00 14:00 4,00

2日 火

3日 水

4日 木

5日 金

6日 土 12:00 16:00 4:00

7日 日

8日 月

9日 火 11100 15:00 4:00

10日 水

11 日 木

12 日 金 11:00 15:00 4:00

13 日 土

14日 日

15日 月 10: 30 15:30 5:00

16日 火

17 日 水

18日 木

19日 金 11:00 l「 :00 4:00

20日 土

21日 日

22 日 月 11:00 lS 1 00 4:00

23日 火

24日 水

25 日 木

26 日 金

27日 土

28日 日

29日 月

30 日 火

31 日 水 11:00 ユ伊:00 4100

33:00

出勤日数 8日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (令和 5年 6月 )

氏名 i  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 木

2日 金 11 :00 15:00 4:00
3日 土

4日 日

5日 月

6日 火 10:00 15:00 5:00
7日 水

8日 木

9日 金 11:00 14:00 3:00
10日 土

11 日 日

12 日 月

13日 火 10:00 14:00 4 :00

14日 水

15日 木 12:00 14:00 2:00
16日 金

17日 土

18日 日

19日 月

20日 火 10:00 15:00 5:00
21日 水

22日 木

23日 金

24日 土

25日 日

26日 月

27日 火 ll i 00 15:00 4:00
28日 水 13:00 16:00 3:00
29日 木

30日 金

合計 30:00

出勤 日数 8日 確認印
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参考様式第 5号

出 動 簿 (令和 5年 7月 )

氏名 :  

F I

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 上

2日 日

3日 月

4日 火

5日 水

6日 木

7日 金

8日 土

9日 日

10日 月

11 日 火 11:00 14:00 3:00
12日 水

13日 木

14日 金

15日 土

16日 日

17日 月

18日 火

19日 水

20日 木 10:00 13:00 3:00
21 日 金

22日 土

23日 日

24日 月 13:00 15:00 2:00

25日 火 10:30 14:30 4i00

26日 水

27日 木

28日 金

29日 土

30日 日

31日 月

合 計 12:00

出勃 日数 4日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (令和 5年 9月 )

氏名 :  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 金

2日 土

3日 日

4日 月

5日 火

6日 水

7日 木

8日 金

9日 土

10日 日

■ 日 月

12日 火

13日 水 10:00 13:00 3:00
14日 木

15日 金

16日 土

17日 日

18日 月

19日 火 11:00 14:00 3:00
20日 水

21日 木

22日 金

23日 土

24日 日

25日 月

26日 火

27日 水

28日 木

29日 金

30日 土

合計 6:00

出勤 日数 2日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (令和 5年  10月 )

氏名 :  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考 _

基 本 時間外

1日 日

2日 月

3日 火 10:00 14:00 4:00
4日 水

5日 木

6日 金

7日 土

8日 日

9日 月

10日 火 10:00 15;00 5:00
11日 水

12日 木

13日 金

14日 土

15日 日

16日 月 9:00 11:00 2:00

17日 火 11100 14100 3:00
18日 水 13:00 16:00 3:00
19日 木

20日 金

21日 土

22日 日

23日 月

24日 火 10:00 15:00 5:00
25日 水

26日 木

27日 金

28日 土

29日 日

30日 月

31 日 火

22:00

出勤日数 6日
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (令和 5年  11月 )

氏名 :  

日 曜 日 始業時刻 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 水

2日 木

3日 金

4日 土

5日 日

6日 月

7日 火

8日 水

9日 木

10日 金

11 日 土 11:00 14:00 3:00

12日 日

13 日 月

14日 火

15日 水

16日 木

17 日 金

18日 土

19日 日

20日 月 10:00 14:00 4:00

21日 火

22 日 水

23日 木

24日 金

25日 土

26日 日

27日 月

28日 火

29日 水

30日 木

合計 7 :00

生 日出勤日数
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (令和 6年 2月 )

氏名 :  

日 曜 日 夕台弊:日寺亥J 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1日 木

2日 金

3日 土 10:00 12:00 2:00

4日 日

5日 月

6日 火

7日 水

8日 木

9日 金

10日 土 10:00 15:00 5:00

11 日 日

12日 月

13日 火

14日 水

15日 木

16日 金 9:00 11:00 2:00

17日 土 11:00 14:00 3:00

18日 日 13:00 16:00 8:00

19日 月

20日 火

21日 水

22日 木

23日 金

24日 上 10:00 13:00 3:00

25日 日

26日 月

27日 火

28日 水

29日 木

18:00

出勤日数 6日 確認印
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称 。議員氏名 中野 貴文

大阪府堺市北区盲苦鳥赤畑町 5丁 458‐ 5

TEL

T591■ 8087

光栄株式会社
口自宅兼事務所

)
И専用事務所 (賃貸借契約先

他用途 との兼用

図 有 ⇒

□ 無 :

月額   30,900
(政務活動費充当額

円 (水道代含む)

24,000 円 )

政務活動事務所
―

と てし

害11合

(次 のいずれかの説明方法を選択)

図使用面積による  使角面積

□使用時間による  月

22.75ポ/延ド面積 (ポ )'

時間のうち    時間

維持管理

経費

図電気代・・・80%
ロガス代・・ :  %
□その他 (

□水道代・・・  %
□匿l定電話代・ 1・

)・ ・・    %
%

月額

(政務活動費充当額 円)

円

事務所関連経費

1接分比率な:ど

□生口十を―にしない親族  図第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件 とする。

※事務所・駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを舛せて提出すること。
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専 物 負
イ
黛 借 契 約 書 (事 業 用 )

61-2.事業同燿物/苦汗
′・‐4 

ズ約 (家 賃償務偉証実者聖〕

頭 書

賃貸借の目的物

(2)使用目的

(3)

(4)貫料等

堺市北区百舌鳥赤畑町5-453■ 5

木浩下書2暗建

事務所

名称

所在地 (住居表示)

構造・規模

用途

契約面積

電話氏名

働 〒
貸主

建物の所有者

2年  月FDB

令和2年6月 1日 から

令和4年5月 31日 まで

始期

終期

麓rち持騨壕期麟料五鍮痘姿。
責キ嚇して lヶ 月前までに、書面により解約の申入れを行うこ

(内消葦税等  円 。税率  %)
(内消費税等  円・税率  %)

賃対め  ヶ月相当分

翌月分を 毎月末日までに支払う

E 振込 □

勲

 

P〕

口座種別三菱UFJ銀行 堺丈店

口座名紙人

フリガナ

持参先借主

月額 30,ObO円

月額  円

円

円

0円

支払時期

振込先金融機関名

支店名

口座番号

振込手数料負担者

貫料

共益資 (管理資)

保証金 (敷金)

保証金 (敷金)

の倹却・敷31

礼金

賃料等の
支払方法

(5)貸主

27



電話

国土交通大臣 第  号

商号または名称

所在地家賃僚務保証業者

□ 新賃料の ケ月分・ □  日
更新料の金額

(6) 家賃債務保証葉き

(7) に関する事項 更新料の有無 (□ 有 El無 )

覇 薪 生1諸モ綴畿 濡 3幹 期 を
暫

し
■

と範 するため、本却 範達 ィ乍成峡贔 儀 署槽め

70 二年
'月

じ十日
賃
=    

住所

不 :却 産 賃 貸 契 約 条 頂

一　
＼

E:9督蕪 協
｀
藤 1観私£講 4鞄観 怒

狛 ユ
・

まⅢ っぃく郷卿

(使用目的〕

第2条  借主は、頭書 (2)に記載の使用目的で本物件を使弓〕しなければなりません。

(契約期間〕

第3条  本契約の契約期間は、頭書 (3)1こ記載するとおりとします。

(賃料)

第4条  1主は、頭書 14)の記載に従い、賃料を貸主に支払わなければなり芸せん。21ヶ 月におたない期間の賃料は、その月の日害蛹十算とします。
3賞主■ょび借主は、ムの各号の一に該当する場合には、協議の上、質料を改定することができます。一土地または建物に対する租税その他の負担の指戒I三 ょり賃料が不相当となった場合三土地または建物の節格の上昇または低下そ

ぞ曽:ほξ冠彊客

変動により賃料が不本目当となつた場合三近傍同種?建物の賃料に比較して賃料が不

(契約の翻培)

第1条

停謝辞翰

第8条

(借主の負担すべき費用)i
第9条  次の各号に掲げ   てっぃては、借主の負担とします。

一本物件内の水道ッし糸費
‐

第5今

「 驀握錨
gFttζ

ttF計ぞ賽奪憲拙

な1熱費、上下水道使用料、清す識 等 似下こ噛 こおぃて
益費を貸主に支払うものとします。2前項の未益費は、頭書 14)の記載に従い、支払わなければなりません。

31ヶ 月に満たない期間の共奪費1古、その局の日割計算とします。
4真主および借主は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができます。

(保証金または敷金)

第6条  借主1ま、本契約から生じる債務の担保として、頭書 ●)に記載する保証企または取全 (以下「保証金等」といいます。)を貸主に預託するものとします。
2貴主11保証金等に対して利息を付さないものとします。
3貸主は、借主が本契約から生じる債務を履行しないときは、保護全等をその債務の弁済に充てることができま
す。この場合においモ、借主は、本物件を明け渡すまでの間、保証全等をもって当謝責務の弁済に充てることを請求することができません。

4前項により、貸主が保証金等を借主の債務あ弁済に充当したときは、借主は保証全等不足葛買を遅滞なく賃主に薮託するものとします。
5借主は、保証金等の返這請求権を第二者に譲渡し、または担保の目的に供してはなりません̀6貸主は、本物件9明渡しがあったときは、保証金等の全額を借事に返還します。ただし、本物件の明渡し時に、頭書 (4)に雷3載する保証金イ食却または数3k資料・共益費等の滞欲 籍?8条 に規定する原状回復に要する費用の
未払いその他?本契約から生じる借主の債務の不展行が存在する掲合には、賃主は、当該債務の額を保証全等から羞し引いた額を明示し、遅滞なく返還するものとします。

(契約の頁新)

期 条  貸主おょび借主は、協議の上 本契約を更新することがてきます。ただし、賃主は、借主に対して契約期間満了
96ヶ F前革でに、また、借主は、貸主に対して契約期間満了前における頭雪‐(3)言B載の解約申入れ期間前までに、本契約を更新しない旨または本契約の条件を変更する旨の通知等、特別の意思表示をした場合は、この限りで1まありませれ

氏名

面も亀為衣的す、4り ,7

 

借主 住所

氏 名

‐
博R巧 らう」IE

ヤ野 券おし
宅地建物取引黄著・宅1也建物取引士
取引態様   □媒介・□代理

免許v番号        第   号

事務所所在地

商号

草話番

に の契縮 に期 収91ぇ法獅 7条 I翼められていると百を策ねています)

登録番号

宅地建物取引士

第    号

借主はt貸主に対し、前条の真新の庶 頭書 (7) の更新料額の定めあぐあるときは、頭書 (7)の質新料を支払う
ものとします。
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三 倍主お墳主の承諾を得て本物件内に設置した内装・諸造作
三本物件 (措主の諸造作・設備・機器等を含みます。)t
四 その他頭書および4寺約条項に記域した費用      ~~´

(消 費税等 )

与
|1条

 岳:こ:E号三ξヨとと写gi:こξ三:与:i:与ヨ三二:i:畳尋与:な専會二をζJ幸こ:曇営こ|三言量
(慣務遅廷損害全)

第11条

 念i有:::二!:号ξ::与::予:患

:与ご3兌F梶電号吾漕竺岳ξ多撞彗室i怪払た争坂督重a勇器越漁
(反社会的オ勢力の

"1除

)

12条

覧逐語選郡辞誇鍵盈諦捷絵進鵬員法モ総れゴ:社

三

忌急a七尼

傑 務を執行す魏 員、取締役、指

F役

またはこれらに準する者をいいます。)が
「

社会中勢力で

三 反社会的勢力ないしはこれらの者の支配下にある者に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではな
いこと

四 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨春し、または信用を毀損する行為         

‐

2:言
掻善5:窓肇季

gttCかかわ■ 本物件の全部または
ず

こつよ 度社会中
守
力
F偏

閏FI離峡 ま

(祭止または制限される行為)

第13条  借主は、本物件を頭書 (2)に記載の使用目的以外の目的で使用してはなりませれ
2借主は、貸主の書面:こ

よる承諾を得ることなく、本物件の全部または■部につき、賃借催を譲渡 (担保の提供、

億息盈香兵兵目産鷲fとaをと亮忙釜写:全甥云を抵誓督aξ撃,「8写患ゑi雪毬有昇
を
F争
ます。)し、ま

3借主は、賃主の書面による承諾を得ることなく、本物牛の増築、改築、移転 改造若しくは模様替または本物件
の取地内においてェ作物の設置を行つてはなりません。                 |

4借主は、本物件の使用に当たり、次に掲
`ア

る行為を行つてはなりません。
一 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
二 本物件に反社会的勢力ないしは|れらの者の支配下にある者を居住・利用さと、または反復継続して反社会的

勢幻を出入りこせること

|   三 本4夕 1件を、危険薬物の販売等の用に供すること                      :
四 本物件を、1寺殊詐欺の用に供すること                              '
五 木物件を、性風俗関連特殊営業の用に供すること                        ,
六 衛生上有害となる行為を行うこと

七 法令に違反し、または公序良俗に反する行為、および凰紀を為す行為を行うこと
八 本物件内で居住または宿泊を行うこと

九 本物件内に危

`父

物を持ち込むこと

十 本物件内で動物を飼育 (一時預かりも合みます。)すること
十一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと                         !

‡三電森1寧σ言?奮屋馨↑場属ζ。こ晟≧だ重塞ぞ京粋:揖電を急:こと |    .
(内台β造作および設備の新設等)

第14条  I昔主が次の行為を行う場合には、あらかじめ雲面により貴主の承諾を得ることとします。
: 一 本物件内の問仕切り・建具および造作の新設または変更             |
| 二 貝く日月灯の増設 移転、通信回線の引込み架設、給排本・'  kび電気等の設備あ新設・増設・移転・変更等

三 金康その他重量物の殻入据任

四看標およツ  。x備の設置

留 胎 豊 甥
馨 鈍 要辱 ,蜘 球吹動 櫛 鰤

|1藍 懃 ,薪
誕 羮

摯 亀 公鳥 !ょ 韓 姉 ψれ 発主

蓼15条  貸■は、建物あ躯体および共用部分並びに共同設格の維持保全に鯵要な修搭を行います。2前項の修絡を実施する場含 貴主は借主にその旨を通知するもの

“

し、借主またはその代理人 使用人 ,請負人等の借主の関係者は、貸主言たは貸主のleし定する工事業者等の指示がある場合は、それを運守するものとしま
す。なお、借|は貸主に対し、当該修繕等の工事の実施によって被る損害の賠償を請求することはできなtヽ もの1と します。

31主は、本物件内に修繕を要する箇所を発見した場合には、貸主に違やかに通知しなければなりません。4借キの散意または過失にもとづく事由に本る修格については、借主がその費用を負担するものとします。なお、
僚主1ま 自己負担の修籠の場合であっても、修繕ェ事は貸主の指定業者が行うjめとし、修繕工事の着手前に惨経
費用を貸主に支払うものとします。

(損害賠償責任)

第16条  倦主またはその代理人・使用人・諸負人等の借主の関係者の故意または過失により、貸主または他の質イき人等の
第二者に損害を与えた場合は、倍主はこれによって生した一切の損害を賠偵するものとします。2前項の者の行為による損害について、貸主お好」益を失っ■場合および賃主の名誉 ,信用が害された場合において
も、前項の定めと同様とします。

(善管注意義務)

季
17条  借主学本物件および共用部を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。

(管理規約等の運守)

第18条  借主は、本物件に係る管理規約・使用細則等を達
守すると

|も
に、賃主が本物件の管理止必要な事項で借主に通

知した事項にういて連守し、他のテナント・居住者・利用者・近隣等の迷惑になるよぅな行為をしないものとし
ます。

(保険の加入)

和環 借主は 本契約寄続中、借主の負担は 吹 賃主力

漑 とをξttFTの
借家人皓慣貢任1与細寸テナント総合触

等に抑入し、その保険証券の写しを貫主に提出する
2借主は、1本契約が存続している限り、前項の保険を必ず更新しなければならないものとし、更新後遅滞なく保険
証券の写しを真主に提出するものとします。

(勘錦 )

第20条  借主は、次の各号のヽヽずれかに該当する場合には、その内容を達ゃかに貸主に書面により通知しなければなりま
せん。

=借=が
個人の場気 住所'氏名:屋号・連絡先。その他身分上の事項の変更

二借主が法人の場合 住所・商号・代表者・連絡先・その他商業登記事項上の記載事項の変更
三運帯保証人の住所。氏名・連絡先等の変更
四借主方沐物件を長知間 (lヶ 月以上)不在にする場合の行先・期商・紫急連絡先

: 五第22条第2項第七号ないし第九号に規定する事項があった場合

(免費)

第21条  地震・火災・水曽等の天災地Aあ る七Чよ貸主が建物所有者および愛賞人として建物維持管理上過命払うべき褐貨
の注意を払つたに」かかゎら女 電気・ガス・水道その他建物の設備に起困もしくは関連して倍主に損害が生し
た場合、なたは込難、示威種動、労働争頷等iごより借主に損きが生じた場合、賃主は尭の責を負ぃません。

(契約の解除)

第22条  賃主は、倍主が次に掲げる義務に違反した場合において、賃主が相当の期間を定めて当該イI務の履行を催占した
にもかめヽわら式 子の期間内に当該義務が履行されないとき

|ょ
、本契約を解除することができます。

=第
4条第lI耳    ャる賃料支払義務

二第5条第1項i_=する共益資支払義務

病。機器等の維持費

手入れの費用

聖 費
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三 第8余に規定する借主の更新料支払義務
四 第9条各号に規定する借主の費用負担義務
五 第15条第4項 に文見定する借主の修絡費用負担義務   ■ iフ

2::ξ

ど:藍:簸ξ::蚕ζ蟹::::こ
とS:ポ言

P'強居纂雇二巨3と係歯重そヨとを
硬した場合

二 第13条第4頂第六号ないし第十三号に定める行為を行つた場合
三 借主に貸主の信用を著しく失墜させる行為があったとき
四 借主またはその代理人・使用人・請負人等あ1き主の関写者に、共同利用および共周生活を乱す行為があったとき

五 本契約または本契約に付帯して締結される契約、覚書もしくは一棟の建物または本物件についての管理規約・
使用規貝U寺の澄守義務に反した場合

六 1昔主またはその使用人等において、自らの行為により警察の介入を生じさせる行為があったとき七 借主に対して銀行の取引停止、または差押・仮差押・仮処分。強常」執行があったとき
八 借主に対して破産 。民事再生・会社更生。清算手続き等の申立があったとき
九 主務官庁等から営業許可の鴫肖または停止の処分を受けたとき
十 その他本契約の各条項に違反したとき

3賃主は、借主が次に掲げる事象に該当し、信頼関係の強壊が認められる場合には、何らの催告も要せず、本婁約
を直ちに解除することができます。なお、この場へ 借キIょ本契約の解除によ冷損害の賠償を請求することはで
きません。

一 第12条第1項に規定する確約に反した場合
二 第12条第2項の規定に反した場合
三 第13条第♀項、第3項、および第4項第一号ないし第五号に規定すを行為を行つた場合
四 借主が本物件に入居の申込をする際の内容たつぃて虚偽の申出をしたことヵ畔J明 した場合

(工台a滅失等による賃料等の減額等)第23余  本物体の一告Bが滅夫その他の事由により使用およ
督畳慧

できな
注継:源a握宅ど:kゑ告ぞ算蒸召爵暮|:穏をることができない事由によるものであるときは、F

【、減額されるものとします。この場合において、貸主および倍主は、減額の相噴、期Fa,その他必要な事項につ
いて協議するものとします。

2本物件の一部が滅夫その他の事由により使用および収益Fきなくなった場合において、残存する部分のみでは借
主が賃借した目的を達することができないとき子表 借主は、本契約走解除することができます。

(期間内解約)

第24条  本契約期口内であって,、 借主は、貸主に対して、 lヶ月前までに書面により解約の申入れを行うことによt)、

本契約を解約することができます。
2本契約鶏問内であっても、正当事由がある場合には、賞主は、借主に対して、解約日の6ヶ 月前までに書面にょり
解約の申入れを行うことにより、米契約を解約することができます。         |

3第 l寡の規定に力`かわら工 借主は、書面による解約申入れの日から lヶ月分の賃料
,よ

び共益養寺
~4目

当宕貫
争
貸主に支払うことにより、即時に本契約を解約するこ

4借主は賃主の承議無くして解約の撤回、もしくは解約日の変更をすることができませ塩

(賃貸借期F口B開始前の解約)               .
第郷条 借三カヽ 本契約締結後、賃貸借期F日ヨF>3始前に本契々を解,する塩合、貸却と対し書面によ五厳約の申入れを行う

ものとし、この場合、借主は、賃料の lヶ月分を貸主に支払うものとします。

(契約の終了)

第2c条. 
本契約は、本物件の全部が天災、地A災 災等による浮失、あるいは都市計画事業等による収用者しくは使用制
限その他の事由により使用おホび収益できなくなうた場合には、当然に終了します。

2本契約は、以下の事象が生じたときには終了します。
一 借主が個本の場合、借主の売亡により事業が終了したとき、または事業を継続する見込みがないとき
二 俗主お,去人の場合、借主の解散により事業力淋冬了したとき、または事業を継続する見込みがないとき

き琴難鷺推蕃訴
(明演し時の原状回復)第28今

 畳自を巻奮馨異麓岳み屋長に掻ヒ尋憲丹&惚号gず与践雫|―濾豪琶藩昇と争冨習手,〒酵備等を収去し、2昂 1項に定める原状回復の工事は、貸主力1目定若しくは承認する工事業者が施行するものとソます。3第2項十1定める原状回復の工事費用は、借主の負担とします。41主 I衣 本物件の明波しに際して、その理由、名目の夕8伺 にかかゎらず、借主が支出した之電_費、有益費の債却、内装・諸造作・設備・機器等の債還または買取り、移転料、立退料、権利金等、賃主に対して一切の話求脩tできません。

(立入り)

第29条  貸主芦た尊貸主が指定する者は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の修終・管理上1寺 に基要があるときは、あらかしめ惜主の承諾を得て、本物イ牛内に立ち入り点検し、必要な搭置を調ずることができます。2借主は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定にもとづく貸主の立入りを拒否することはできません。3貸主は、緊急の必要がある場合においては、ぁらかじめ借主の澤挙を得ることなく、本物件内に立ち入ることができます。この場合において、貸主は、借主の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を借主に達やかに過知しなければなりません。

(家賃債務保証業者の提供する保証)

第30条

(協議)

第31条

頭書 (6)に記載する家賃債務保証業者が提供する保証の内容については別に定めるところによるものとし、員主および借主は、本契約と同時に当該保証を不u局するために必要な手続を取らなければなりません。

貸|および借主は、本契約善に定めがない事項および本契約書の条項の解釈について疑議が生した場合は、民法その他の法令および慣行に従い、誠意をもって協議しt角軍決するものとします。

〒

笠
今

建憂窃傘:iご写f利

義務にっぃて
?争

T生
したときは、本物

牛
所在地のユ也努裁判所または簡易裁

w所
給 籠

(特約条項)

第33条  第32条までの規定以外に、本契約の特約については、】いこ明記するとおりとします。

士姓

(明涙 し)

第27条 借主は、本契約力髯冬了する日までに (第22条の規定にもとづ  !約が解除された場合にあっては、直ちに)、
本物件を明け渡さなけれtrな りません。
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(ぺ下ジ 1/1)お 支 払 金

契約番号

契約者名

契約 日

削用商品名

取扱販売店

lo

15  2020

覧 表 発行日  20年 03月 04日

案件番号 2701647901

6

7

0

3

4

5

8

9

2,051,0+0 円

卜軍_タ フアイナンス イiン フォメーショシデ

^ク
‐
京     03-6617-251¬

.・
上古屋    052-239-2511  .下、_授付時間 0:QO～ ¬7:30,  年中祭休 (年末年始除く)

・ヽオ ヽあ■キ '‐ 「
`と

′ハ 奮` 守 ′0守 11と  ヽ 中 ttヽ 口ql、 ハ ム ‐ /■ 去 I、

すす
一
一

したい落おりよ座口定し
日

ごこ日業営翌よハ
ロ

場の日菜木ん問全

車両登録番号

トヨタクレジット (リ
エスイ果証 )

トヨタカローラ南海株式会社

中野 貴文

2019年 07月 24日

2019年 09月 02日 ～ 2023年 07月 02日

=菱 UF」 銀行

富田林支店

預金 口座番号普通預金

お支払総額

お支払期間

ど指定金融機関

支店名

日座種別

1.283.340

11240.562

1

1

784

006

1,454,452

1,4111674

1,368,896

1,326,118

1.625,564

11582,786

115401008

1,497.230

1,753.898

1∫ 711,120

11668.342

11967,010

1,925,010

li 382,232

1,839,454

1,796,676

お支払後残高 (円 )

2.009.010

77802 0047

02
338898

782812

7784

77842

85578

02 77842

406942,778

77802

02

02 78 1 026 672

894983

116941

42,778

42

02

02

42,778

42,778

77842

8

842,7

42,773

42,778

42,778:

42,778

42 778

77842

77842

778

773

42,000

42,000

42,778

42,778

77842

お支払全額 (円 )

42.000

02

02

02

02

20

02

02

02

02

02

02

02

02

:02

日

11

12

01

09

10

50

06

70

12

02

03

04

10

11

01

06

07

08

02

04

12

01

月

09

90

10

11

2021

2022

2021

2021

2021

2021

2021

1

2021

2021

2021

2021

2020

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2020

2019

2019

2019

お支払年月日

年

お支払後残高 (円 )

727.226

684.448

641,670

598,892

556.1'4

513.336

470.558

427,780

385,002

342.224

299,146

256.668

213.390

171112

128.334

85,556

42,778

0

お支払金額 (円 )

42.778

42.778

42,778

42.778

42,778

421778

42.778

42,778

42,778

42,778

42.778

42,778

42`778

42 778

42,778

42,778

42,778

42,778

お支払年月日

日

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

92

02

月

02

03

06

0 7

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

年

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

No

31

32

33

34

36

37

38

39

40

41

44

45

46

47

48
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社の自動車保険をご契約いただき、誠にあ
',

す。

、保険契約の締結を証明するものですので、
くださぃ。

も皆様のご愛顧におこたえできますよう、ょ

してまいりますので、よろ しくお引き立ての

上げ
.ま

す。

殉容に関 しま してご不明な点がござぃま した

'こ

記載の連絡先にお問い合わせ くださぃ。

ごいた際のお手続経緯は、以下のとお
',で

す。
時の内容と異なる場合は、お手数ですが次の
′ヽ合わせくださぃ。

一         〔WEBお問い合わせ】
-089
E ttBE・ 祝日 9:00～ 17:00

業ヽ)

小田 博之

※ ※ ※

電話による手続き

令和 4年 11月 H4色 午前¬O時 32分

中野 貴文 様

契約者本人

写交付受付経緯が表示されています。

e, 損害保険ジャノ〈ン株式会社
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ホームページ保守業務委託契約書

(以下「甲」 という)1日 本瓶容易株式会社 (以 下「乙jと いう)は、業法委託

契約 (以 下「本契約」という)を次のとおり締結する。

第 1条 委託業務

1: 冒は、毎月のホエムページ保守業務(以下「本業務」という)を 乙に委託 し、乙はこれを受託

する。ただし、下言こ以外あ見積書に記載されていない内容については委託の範囲外とする。

1(1)乙によって制作 した甲のホームページをホスティングする業務。

(2)本
=ム

ページデータの保全 (バ ックアップ・リストア)のための作業。

2.甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。

第 2条 委託料

1.甲 は乙に対し、本業務の対価として月額金 10,000円 (税別)を支払う。

2.料金?支払条件は、昂末締め翌月20由 銀行引落し、甲はるゲ指窪した集金代行サ
=:ビ

スを

通し東払う。引落し手数料はとの負担とする。ただし、乙が料金の支払い条件を用」途明示し

ている場合は、見積書の記載を優先する。        .

第 3条 契約期間 。契約更新

1.:契約期間は、別紙、「WE8制作業務委託契約書」の該当WEBサイトを納品した日から翌年

同月末日までとする心

2.契約期間満了日の lヶ 月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同

一の条件できらに12ヶ 月間更新するものとし、以後同様とする。

第 4条 通知

1,一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段

により行うものとする。

2.前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、導該通知はインターネッ ト上に

配信 された時に配信されたものとする。

3.た だし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文

書により通知するものとする。

t
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第 o条 知的所有権

1,本契約に基づ くホームページ保守作業に必要な
中
TMLデ ータ、ぉょび歯猿データ、スクリ

プ ト等の一切の詰Ⅲ作物 (以下「制作物」 という)に四する所有権はるに帰属する。
甲つ提ヾ出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属するЬ

2.制↑途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなヵこぅた希」作物に関する所有
権及び使用イを:は 乙に帰属すると              '  :   .

3.多 は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的■使用することを許諾する。
4: 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツつ維持の目的

`改
変すること

を許諾する。

5,甲 が制作物を上記 3の 自的以外で使用する場合にi事 乙あ詐苛を葎なければならなぃ。こあ
場合、乙は甲にュすして、乙が使用を何年可する時■で提不し1著イ乍オ窪料を請求する

:こ

とかでき
る。

o.乙 は、制作物を自らが制作 した ものであると公開することがで きる。 | :
7.甲 は、

:乙 ゅ文書 ,耳 よる同意な しに上記 2っ よび 3で定め石希」作物の使用権、改変権 を第二

煮に譲渡、移転、 またはその他の処分 を行 うことはで きなぃ。

第 o条 責任制限 |         「           1■
乙は〈:制作十勿自体または制作物の使用から直拝的または間接的に生 じたぃかなる損書につとヽモ
も、子に故意または重大な過失かある場合を膝

|ヽ て
は、■切章任を負わなぃ。またとが貴任を負

う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて真任を負わなしヽど―       :

第 7条 禁止行為                       :
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諸するものとする。なゃ、ぃずれか一方が十
記に反 した行為を行った場合、あるしヽは下記に反する行為をィァ,なれがあ二と相手方か判断し
た場合、相手芳は、相当な期間を定めて催各の上、本契約を解除することができる:

1 相手方または第二者の著作権その他の知的財産権
々侵害しまたは侵書するぉそれあある行

為。

2 相手方または第三者を誹誘中傷し、または名誉を傷つけるょぅな行為。
3.相手方または第二者の財産、プライバシーを侵害し、事たは侵富するおそれのある行為。
4i 公序良俗に反する内容の情報く文書およな図形等を他人に公開する行為。     :
5: 法令に違屎するもの、または違反するおそれのある行為。             |
6.ぞ の他相 手方が不適切 と判断する行為。
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第 8条 、期限の利益の喪失について

甲に次ゅ各号のいずれかに該当する事実があった場合(甲 は乙に対する債務の一切の期限の利
益を喪失し、乙は催告することな k ttll用 と契約を解約することができるものとするiを  :
1.本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。   i
?.支払し

|の ●■、又は
饗
=i曇

事言生二続き開始ヾ会社更生手続き開始、会社整理開始、
もしくは特別清算開始の申し立でがあったとき。            |

31 
呼

り申し1手形(又は小〕手か不渡ゲと基?た とぎ:

4.第 7条の禁止行為を行なったときてそあ他本契約に進反したときと
5。 甲としての地位が失われたとき、又は不明となうたとき。

第 9条 条項の無効について     ■                  !

万が一、裁判所によって本契術の各条項が無効、導法または適用不能と莉断きれた場合においそ

も、当該余写を除く他の条項の有効性、合法性、およが適用可能性には、なんらの影響や支障が

生じるもので!tュ なこヽ。 i.  l             …  i

第110条 機密保持   .
甲および乙は、本基本契約ま:た は個別契約に関連 して知 り得た相手方または相手芳め願客の技―

第11案 損害賠償                  :
甲及び乙は,本契約に違反すること|こ より,相手方に損害を与えたときは,その損害の全て (弁

護士章用を合o)を賠償しなければな.ら なぃ。                |:
賠償費用は本契約 1年間業務委託蒋を上限

:と

し、故意又は重過失の場合はこのF艮 りではない。

第
1定 余 :準型済 :   :

:本契約に関する準拠法はヽ 日本法とする。

第 13条 有効期間              :             |
1.本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとするも

2.本契約と関連することを明示した個別契約が本契約あ失効時に存続している場合について

は、前項l_かかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
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第 14条 協議および管轄裁辛」所について

甲及び乙は,本契約に関して紛争が生じた場合には,大阪地方裁判所を第二審あ専腐的合意管轄
裁判所とすることに合意する。

第 15条 協議について

本契約t予 定めのない事項及び米契約の解釈等に疑義が生じた事項につぃては,甲 乙は誠意を持
つて榜議し,円満に解決を図るもあとする。

ξの契約々証するため、本書を 2通作成 して、甲乙双方署名捺印の上、各自その 1通を保有
するものとする。
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甲

住西1衣〆す羊据I

学: す野挺
   

乙  :、

住所 i大阪市申央区高麗橋 牛 1-1

社名/屋号 :日 本紙交易株式会社

ヽ表者氏名 :代表取締役 西尾

大阪興銀ビル lo階

竜 司
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